
池袋駅東口地区
まちづくり協議会ニュース Vol.４ 2021年12月

権利者主体のまちづくりの状況をお伝えします
池袋駅東口地区のまちづくりに関する情報を、協議会会員の皆様や、協議会に未加入の方々へ広

くお伝えするため、「池袋駅東口地区まちづくり協議会ニュース」を発行しています。

まちづくり協議会 第４回総会を開催しました

［開催日時］ 令和3年11月15日(月) 13時30分～15時00分
［場 所］ 豊島区役所 5階会議室（508・509・510）
［出 席 者 ］ 33名

※会場参加 3０名
オンライン参加 ３名

［総会の内容］
１.第３回総会の振り返り
２.検討事項について
〇今後の進め方について
〇池袋駅東口地区 長期スケジュール
・施設計画の各段階の検討事項
・市街地再開発事業の流れと権利者の意思決定について
〇基本構想素案策定に向けた検討事項
〇第4回役員会でいただいた主なご意見
３.質疑・意見交換

■第４回総会での検討事項

発行：池袋駅東口地区まちづくり協議会

〇前回総会でのご意見を踏まえ、一般的な市街地再開発事業を想定した場合の事業スケジュール
と本地区の基盤整備のスケジュールの関係性について整理し、検討を行いました。

第４回総会には
33名の方にご参加いただきました

池袋駅東口地区 長期スケジュール(案) （令和3年11月現在）

※ 市街地再開発事業を行った場合を想定しております。
※ 一般的な市街地再開発事業を例にした現時点のスケジュールであり、今後の進捗状況に伴い変更していきます。



■第４回総会でいただいた主なご意見

お問合せ先

【事務局】
豊島区 都市整備部 都市計画課 事業調整グループ（担当：大野,恒森）

ＴＥＬ：03（45６６）2６34（直通） ＦＡＸ：03（3980）5135
【事務局支援】
ＵＲ都市機構 東日本都市再生本部 事業企画部 事業企画第２課（担当：新井,森口）

ＴＥＬ：03（5323）0941（直通） ＦＡＸ：03（5323）0989

まちづくり協議会 第５回総会の開催日時について（予定）

まちづくり協議会第５回総会の日程は、次回（第５回）役員会にて決定予定です。決定次第、会員の皆
様にご案内いたします。

Ｑ1

Ａ1

環状５の１号線が完成する前に、この道路の完成を前提とした本地区のまちづくりに係る都市計
画提案や駅前広場の面積・形状の決定が行われることに不安がある。例えば３年くらい様子を見
て、環状５の１号線の事業の進捗状況を見極めた後、改めて本地区のまちづくりの検討を行うべ
きではないか。

『道路整備等の基盤整備』と『本地区のまちづくり』の検討を同時に進めることは、双方をより
高いレベルで両立させる観点からメリットが大きいと考えているが、次の役員会にてご意見に対
する考えを検討していきたい。

〇来年度上期の基本構想策定に向けて、これまでの協議会でまちづくり・施設コンセプトの方向
性、必要な機能の分析、方向性等を決めてまいりました。今後は、駅前広場等の公共空間整備
や再開発建物の施設規模・形状の方向性等の検討を進めてまいります。

池袋駅東口地区 基本構想素案 策定に向けた検討事項

※これから検討する予定のイメージ図です。計画が確定しているものではございません。

基本構想素案



池袋駅東口地区
まちづくり協議会ニュース Vol.5 2022年5月

権利者主体のまちづくりの状況をお伝えします

池袋駅東口地区のまちづくりに関する情報を、協議会会員の皆様や、協議会に未加入の方々へ広

くお伝えするため、「池袋駅東口地区まちづくり協議会ニュース」を発行しています。

まちづくり協議会 第６回総会を開催しました

［開催日時］ 令和4年4月25日(月) 14時00分～15時30分
［場 所］ あうるすぽっと 会議室B
［出 席 者 ］ 32名

※会場参加 ２7名
オンライン参加 ５名

［総会の内容］
1．第5回総会（書面開催）の報告
2．まちづくり協議会 加入状況の報告
3．第4回総会の振返り
○議事録及びまちづくり協議会ニュースの確認

4．審議事項
○協議会の今後の進め方について
○まちづくり協議会の検討方針について
〇基本構想素案について

5．質疑・応答

■第６回総会での検討事項

発行：池袋駅東口地区まちづくり協議会

〇本協議会では、本年度上期での「基本構想」策定を目指して検討を進めています(「基本構
想」の位置づけは、今回総会資料5-1の2頁目をご参照ください)。今回の総会では、役員会で
の検討を踏まえた現時点の素案について、議論を行いました。

第６回総会に
32名の方にご参加いただきました

池袋駅東口地区 基本構想素案 抜粋 －地上整備構想図－（令和4年4月現在）

※議論用に作成した資料であり、既定の計画ではありません。

※北デッキ及び交通広場の位置・規模・形状等は、一定の前提条件の下、想定にて記載しております。

池袋東口地区まちづくり構想（案）

基本構想素案の構成

まちづくりの方向性

施設コンセプトの方向性

導入機能の方向性

基盤計画の考え方

地上整備構想図

立面整備構想図

基本構想策定後検討を
深度化する視点・要素
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↓

↓

↓

↓

↓
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お問合せ先

【事務局】
豊島区 都市整備部 都市計画課 事業調整グループ（担当：立見、恒森）

TEL：03（4566）2634（直通） FAX：03（3980）5135
【事務局支援】
ＵＲ都市機構 東日本都市再生本部 事業企画部 事業企画第２課（担当：新井、福井）

TEL：03（5323）0941（直通） FAX：03（5323）0989

まちづくり協議会 第７回総会の開催日時について（予定）

まちづくり協議会第７回総会の日程は、決定次第会員の皆様にご案内いたします。
また新会長及び副会長につきまして、第７回総会にてお知らせさせていただきます。

■第６回総会でいただいた主なご意見

Q1

A1

基本構想案について、総会の場ではご発言できなかった意見や、消化しきれなかった疑問などを
話し合う機会を設けた方が良いのではないか。

５月から開催予定の個別訪問にて、基本構想素案等に対する疑問にお答えし意見もお聞きしてい
く予定。

■個別権利者面談のお知らせ

A2

Q２ 基本構想素案をはじめとする総会資料の検討経緯の理解を深めるため、役員会の議事録を総会で
共有してもらえないか。

役員会議事録の公開の有無については、役員会で検討させていただく。

総会の場ではなかなか質問できないけど、もう少し詳し
く資料の説明を聞きたいな、、、

このたび５月下旬より個別地権者面談を実施致します。
協議会事務局（豊島区及びその委託を受けたUR都市機構）との面談を通じ、上記のような
お悩みを解消できるような機会を設けたく考えております。
詳しくは別紙、「個別面談実施のお知らせ」をご確認ください。

市街地再開発事業での補償や権利変換の仕組みについて、
もう少し詳しく知りたいな、、、

● 第５回総会（書面開催）において、下記の方々がまちづくり協議会役員に選任されました。
・岩崎不動産株式会社様 ・宇田 みさ保様 ・國見 礼様 ・佐々木ホールディングス株式会社様
・株式会社サンシャインシティ様 ・有限会社新新園様 ・株式会社博品館様
・株式会社ビックカメラ様 ・ヒューリック株式会社様 ・株式会社ヤマダホールディングス様
・吉田 隆男様（五十音順）

■任期満了に伴う役員選任

※会長、副会長については、別途役員の互選により決定する予定です。



池袋駅東口地区
まちづくり協議会ニュース Vol.6 2022年10月

権利者主体のまちづくりの状況をお伝えします

池袋駅東口地区のまちづくりに関する情報を、協議会会員の皆様や、協議会に未加入の方々へ広

くお伝えするため、「池袋駅東口地区まちづくり協議会ニュース」を発行しています。

個別面談へのご参加ありがとうございました

発行：池袋駅東口地区まちづくり協議会

■個別面談にていただいた主なご意見

6月から実施した個別面談では、協議会未加入の方も含め、多くの皆様にご参加いただきました。

面談を機に新たに11名の方に協議会へご加入いただき、協議会の加入率※は６割を超えています。

○再開発事業への賛否を判断するためにも、自分の資産が再開発の前後でどう変わる
のか、経済的な条件を早く知りたい。

○池袋駅西口の再開発でも大規模なオフィスが検討されているようだが、テレワーク
も普及していくなかで、池袋エリア全体でのオフィス需要に対して供給過剰にはな
らないのか？

○構想の内容自体には現時点では特段の違和感はない。池袋は渋谷・新宿と比較され
がちだが、他のまちとは違う独自の魅力があるまちづくりを目指して欲しい。

○これまでは再開発事業の仕組みについて全く知らなかったが、少し理解が進んだ。
今後もこのような機会を設けて欲しい。

○当地区のことだけでなく、周りのまちや施設との連携も考えた計画とすべき。

※権利が共有の場合にそれぞれの権利者を１名と数えるなど、都市再開発法上の数え方とは異なる点があります。

[基本構想素案について]

[市街地再開発事業の制度概要について]

個別面談実施状況

期 間 令和4年6月～

面談権利者数 47名

面談の内容

①基本構想素案の説明

②市街地再開発事業の制度概要
○再開発事業の仕組み
○権利変換の仕組み
○事業実施に伴う補償

図 個別面談説明資料抜粋



お問合せ先

【事務局】
豊島区 都市整備部 都市計画課 事業調整グループ（担当：立見、恒森）

TEL：03（4566）2634（直通） FAX：03（3980）5135
【事務局支援】
ＵＲ都市機構 東日本都市再生本部 事業企画部 事業企画第２課（担当：新井）

TEL：03（5323）0941（直通） FAX：03（5323）0989

まちづくり協議会 第７回総会の開催日時について

まちづくり協議会第７回総会の日程は、決定次第会員の皆様にご案内いたします。

■個別面談でいただいた主なご質問

Q1

A1

再開発事業の実施には権利者のどれくらいの同意が必要となるのか？

都市再開発法により、以下の両方を満たすことが必要です

【人数要件】
①宅地の所有権者の人数の2/3以上の同意
②宅地の借地権者の人数の2/3以上の同意

【面積要件】
③(同意者の所有地積＋同意者の借地地積)/(宅地総地積＋借地総地積)≧２/３

A2

Q２

事業協力者（デベロッパー等）はいつ、どのように決めるのか。

仮に組合施行で進めることとなった場合、協議会の次の段階の組織である、準備組合の設立と同
時期に選定されることが一般的です。当地区においても、準備組合等の準備組織の体制検討と合
わせて事業協力者の選定方針について議論していきたいと考えています。

その他、補償や税務に関するご質問も多くの方から頂戴しました。これらは専門性の高い内容
のため、今後専門家による説明の機会を設けることも検討していきます。

個別面談について
個別面談は引き続き実施中です。まちづくり基本構想素案や、再開発事業の制度概要などについて、少
しでもご不明な点がございましたら、是非ともお気軽に事務局（本ページ下部）あてご連絡ください。
また、既にご面談いただいた方の再度の面談も承ります。

A3

Q3

当地区で再開発事業が行われることはもう決まっているのか？また、協議会への加入は、再開発
への賛成と取り扱われるのか。

現在はまちづくりの方向性について検討している段階であり、再開発事業が行われることは決定
していません。今後、事業として成立するかどうかの検討などを踏まえて、権利者の皆様には再
開発事業を行うかどうかをご判断いただくこととなります。前述のとおり、協議会は地権者の皆
さまからご意見をいただきながら、まちづくりの方向性を検討する場です。したがって、会への加入は再
開発への“賛成の意思表示”ではありません。

権利変換で取得する再開発ビルの床の持ち方にはどのようなパターンがあるのか。

ご自身の従前資産額と等価の区画を単独で所有いただくことが制度上の原則ですが、複数権利者
での共有とすることも可能です。A4

Q4

※最も事例の多い施行方式の組合施行の場合

図 関係権利者の同意イメージ

※事業協力者：事業の初動期の段階から、事業の推進に必要なアトバイ゙スや資金調達の協力や人的支援なと多゙様な役割を担って
いただく、事業を進める上ての゙パートナーとなる民間事業者等。

①

②

③

（図出典：「組合施行・個人施行のための図解 市街地再開発事業」編集 国土交通省住宅局市街地建築課、発行 公益社団法人全国市街地再開発協会）


